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入 札 説 明 書 

 

  奈良県が提供を受ける役務に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に

定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 

  入札に参加する者は、下記の事項を熟知のうえ、入札しなければなりません。この場合に

おいて、当該仕様等に疑義がある場合は、下記５の（１）に掲げる者の説明を求めることが

できます。 

 

  １ 公告日    令和２年２月１９日（水） 

 

  ２ 競争入札に付する業務の内容 

 

 （１）業務の名称及び数量 

    名  称 先天性代謝異常等検査委託 

        予定数量  約３１,５００件(約１０,５００件/年)（再検査含む延べ件数） 

 

 （２）業務期間 

        令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで 

 

（３）その他業務内容の詳細については、別紙「先天性代謝異常等検査に係る仕様書」（以

下「仕様書」という。）のとおり 

 

 ３ 入札方法 

 

      入札は、以下の検査項目毎の単価とします。ただし、単価には県及び採血医療機関に

対する送料、封筒代等一切の諸費用を含んだ総額で行います。入札者は、消費税及び地

方消費税込みで見積もった金額（ただし、当該金額に 1 円未満の端数があるときは、そ

の端数を切り捨てた金額とします。）を、本説明書に示す入札書に記載してください。 

   落札決定に当たっては、入札書に記載された４種類の検査の総価をもって、落札価格

とします。（別記１「入札書の記載」、仕様書の対象疾病・検査法を確認のこと） 

① タンデムマス法による先天性代謝異常検査（17 対象疾病) 

② ガラクトース血症検査 

③ 先天性副腎過形成症検査 

④ 先天性甲状腺機能低下症検査 

 

   ４ 参加資格 

      次に掲げる（１）から（５）まで全てに該当する者が、この入札に参加することがで

きます。 

（１）参加申込書提出時点において、物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規

定（平成７年１２月奈良県告示第４２５号）による競争入札参加資格者名簿に、主

たる営業種目Ｑ４①臨床検査・分析業務で登録しているものであること。  

（２）参加申込書提出時点において、都道府県知事又は保健所設置所長より「登録衛生検

査所」の許可を受けていること。 

（３）入札公告日から過去５年以内に、国、都道府県又は政令指定都市との間に先天性代

謝異常等検査業務を受託し、誠実に履行した契約実績を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。  

（５）奈良県の物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規程（平成７年１２月奈
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良県告示第４２５号）による競争入札参加資格者名簿に登録している者にあっては、

参加申込書提出時点において、奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置

要領による入札参加停止の期間中でない者であること。 

 

 ５ 担当課、入札説明書、仕様書等について 

 

  （１）入札事務を担当する部署、入札説明書、仕様書等の交付場所及び連絡先 

           〒630-8501 奈良市登大路町３０番地 

             奈良県福祉医療部医療政策局健康推進課 母子保健・人材確保対策係 

              電話 0742-27-8661（直通）  FAX：0742-22-5510 

健康推進課電子メールアドレス kenkou＠office.pref.nara.lg.j p 

 

（２）  入札説明書、仕様書は、５の(１)において交付する他、県健康推進課ホームペー

ジからダウンロードできるものとします。入札説明会は開催しません。 

この競争に関する質疑等は、所定の質疑書様式（別記様式２）により令和２年２

月２８日（金）午後５時まで、FAX 又はメールによりのみ受け付け、その質問に関

する回答は、健康推進課ホームページ（５の(1)を掲載する所）へ随時掲載します。 

 

（３）入札参加資格確認申請書の提出 

     ４の（１）～（５）全てに該当し、入札を予定する者は、入札参加資格確認申請

書（別記様式１）を令和２年２月２８日（金）午後５時までに５の(１)へ提出して

ください。 

 

（４）入札までの日程、提出期限等 

ア 公告及び入札説明書等の配布開始、課ホームページへの掲載 

       令和２年２月１９日（水） 

   イ 質疑書の提出期限          令和２年２月２８日（金）午後５時 

   ウ 競争入札参加資格確認申請期限    令和２年２月２８日（金）午後５時 

   エ 競争入札参加資格確認通知書の発送  令和２年３月 ４日（水） 

   オ 郵便による入札書の受付       令和２年３月１０日（火）午後５時 

 

  （５）入・開札の日時及び場所 

           令和２年３月１２日（木）  午後２時～ 

              奈良県庁６階入札室 

 

  （６）入札回数 

          ２回を限度とします。１回目の入札において、予定価格の制限の範囲内の価格の 

入札がない場合は、直ちに再入札（２回目）を行う場合があります。 

 

  （７）郵便による入札 

      ア  入札書は郵便で差し出すことができます。この場合は書留郵便とし、封書の表面   

    に「先天性代謝異常等検査委託に係る入札書」と朱書きして令和２年３月１０日 

    （火）午後５時までに到着するように送付してください。なお、予定価格の制限に 

達した価格の入札がない場合は、直ちに再入札（２回目）を行う場合がありますの 

で、入札書は初度（１回目）の入札に係る入札書と、再入札（２回目）の入札に係   

る入札書の、郵便による差し出しを認めるものとします。 

イ 初度入札に係る入札書と共に再入札に係る入札書を書留郵便で差し出す場合は 

初度入札に係る入札書と再入札に係る入札書（又は再入札辞退含む）を別々に封緘 

し、封書の表面に「先天性代謝異常等検査委託に係る入札書（初度入札）」又は 

「先天性代謝異常等検査委託に係る入札書（再入札）」（又は「再入札辞退」）な 
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ど、それぞれ朱書きして、令和２年３月１０日（火）までに５の(１)の担当課へ 

到着するようにしてください。 

   ウ 再入札を行うこととなった際に、初度入札に係る入札書のみ郵送されているとき 

 は、再入札を辞退したものとします。 

エ 封緘された入札書が初度又は再入札を明記した区別がなく郵送されたときは、「同 

一入札者がなした２以上の入札」に該当するものとし、無効の扱いとなります。 

なお、初度入札で落札者が決定し、郵送された再入札に係る入札書が不用となっ

た場合は返送します。 

    オ 郵便で入札に参加する場合、下記８の(２)で示す「くじ」に関しては、入札執行

事務に関係しない職員が「くじ」をひくことになります。 

 

 ６ その他 

 

  （１）入札保証金 

         免除します。 

 

  （２）契約保証金 

         契約の相手方は、契約金額（単価の場合にあっては、公告等で示した予定数量を 

乗じて得た金額）の１００分の１０に相当する額以上の契約保証金を納付するもの 

とします。 

          ただし、奈良県契約規則（昭和３９年５月奈良県規則第１４号）第１９条第１項 

    ただし書き各号（保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し 

た者、又は過去２年間に国又は地方公共団体と県が同等と認める契約を数回以上締    

結し、これらをすべて誠実に履行した者など）に該当する者である場合は、免除し    

ます。 

 

  （３） 入札者に要求される事項 

   ア この入札に参加する者は、５の（３）の提出を行い、県から入札参加資格確認の

通知を受けた者であることとします。 

      イ 入札者は、所定の入札書（別記様式３）を作成し、封をした上、所定の場所及び

日時に入札してください。 

      ウ 入札者本人でなく、代理人をもって入札する場合は、その委任状（別記様式４） 

を入札と同時に提出してください。 

      エ 入札者は、その提出した入札書を引き換え、変更し、又は取り消すことはでき     

ません。 

 

 ７ 入札の無効 

 

      次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

   （１）この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札 

   （２）入札書に記名押印を欠く入札 

   （３）入札書の重要な文字の誤脱などにより必要な事項を確認できない入札 

   （４）入札書記載の価格を加除訂正した入札 

   （５）同一入札者がなした同一事項についての２以上の入札 

   （６）入札に際して公正な入札の執行を害する行為があったと認められる入札 

   （７）その他、入札に関する条件に違反した入札 

 

 ８ 落札者の決定方法等 

 

（１） 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者と 
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します。 

        ただし、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は、直ちに再入札（２回    

目）を行う場合があります。 

（２） 落札者となるべき同価格の入札者が２以上ある場合は、直ちに「くじ」で決定しま

す。 

（３） 再度の入札をしても、落札者がないとき又は落札者が契約を締結しないときは、随意 

契約に移行する場合があります。 

 

 ９ 契約書作成の要否等 

     要します。落札者は、健康推進課と協議して契約を締結するものとします。 

 

  １０ 契約の解除等 

    落札者が契約の締結までに下記要件のいずれかに該当すると認められるときは、落 

札者と契約を締結しないものとします。また、契約締結後、契約の相手方が次のいずれ

かに該当すると認められるときは、契約を解除することがあります。契約を解除した場

合は、損害賠償義務が生じます。 

（１） 役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の 

代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあ 

ってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）    

が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第    

７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以

下同じ。）であるとき。 

（２） 暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力 

団員が経営に実質的に関与しているとき。 

（３） 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害 

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。 

（４） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する 

など直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると  

き。 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。       

   （６）本契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約（以下「下請契約 

      等」という。）に当たって、その相手方が上記（１）から（５）のいずれかに該 

当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。 

（７） 本契約に係る下請契約等に当たって、上記（１）から（５）のいずれかに該当 

      する者をその相手方としていた場合（上記（６）に該当する場合を除く。）にお 

      いて、本県が本県との契約の相手方に対して下請契約等の解除を求め、契約の相 

   手方がこれに従わなかったとき。 

   （８）本契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかか  

     わらず、遅滞なくその旨を本県に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 

 

１１ 契約の解除に伴う損害賠償責任 

前項１０各号によりこの契約が解除された場合においては、契約の相手方は、契約金額

の１００分の１０に相当する額を損害賠償金として県の指定する期間内に納付しなければ

ならない。 

 

 １２ 契約の不締結について 

      落札決定後に前項１０各号による契約の不締結、解除等の他、本業務委託に係る委託契

約の締結は、奈良県の本事業に係る令和２年度歳入歳出予算の成立を前提とし、当該予算

の不成立又は当該予算が委託予定金額の令和２年度分に満たない場合、委託契約を締結し

ないものとする。 
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また、委託契約締結後においても、奈良県は令和３年度又は令和４年度の歳入歳出予

算において、受託業者に支払うべき委託料が減額又は削除された場合は、委託契約の変更

又は解除を行うことができるものとする。 

委託契約の変更又は解除により受託業者が損害を被ったときは、奈良県に対して当該損

害の賠償を請求することができるものとする。 

 

１３ 入札書の記入等 

 

  （１） 入札書の記入等については、「入札書記載例」を参考にしてください。 

  （２） その他詳細については、別紙仕様書のとおりです。 

 

 

１４ 公契約条例に関する遵守事項 

 

 本業務を受注しようとする者は、この遵守事項を理解した上で受注すること。 

 

(１) 奈良県公契約条例の趣旨にのっとり、公契約の当事者としての社会的責任を自覚し、

本業務を適正に履行すること。 

 

(２) 本業務の履行に当たり、次に掲げる事項その他の法令を遵守すること。 

ア 最低賃金法第４条第１項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第３

条に規定する最低賃金額（同法第７条の規定の適用を受ける労働者については、同条の

規定により減額して適用される額をいう。）以上の賃金（労働基準法第 11 条に規定する

賃金をいう。）の支払を行うこと。 

イ 健康保険法第 48 条の規定による被保険者（同法第３条第４項に規定する任意継続被保

険者を除く。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 

ウ 厚生年金保険法第 27 条の規定による被保険者（同条に規定する 70 歳以上の使用され

る者を含む。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 

エ 雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者について、同法第７条の規定による届出

を行うこと。 

オ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第４条の２第１項の規定による届出を行うこ

と。 

 

(３) 本業務の一部を、他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は本業務の履行に他の者

が雇用する労働者の派遣を受けようとするときは、当該他の者に対し、この遵守事項を周

知し、遵守するよう指導すること。 


